
規

則 

ふ
る
さ
と
埼
玉
の
緑
を
守
り
育
て
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 平

成
二
十
八
年
九
月
二
十
三
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
六
十
九
号 

 
 

 

ふ
る
さ
と
埼
玉
の
緑
を
守
り
育
て
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

ふ
る
さ
と
埼
玉
の
緑
を
守
り
育
て
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
埼
玉
県
規
則
第
七
十
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
五
条
第
二
号
中
「
第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、

そ
の
延
長
の
十
分
の
五
に
相
当
す
る
長
さ
又
は
接
道
部
か
ら
出
入
口
を
控
除
し
た
長
さ
以
上
の
部

分
に
つ
い
て
緑
化
を
行
う
も
の
」
を
「
以
下
同
じ
。
）
（
接
道
部
に
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
百
八
十
六
号
）
そ
の
他
の
法
令
に
よ
り
緑
化
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
部
分
が
存
す
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
部
分
を
除
い
た
部
分
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
緑
化
を

行
う
部
分
の
長
さ
は
、
接
道
部
の
長
さ
の
十
分
の
五
に
相
当
す
る
長
さ
又
は
接
道
部
か
ら
出
入
口

の
部
分
を
除
い
た
部
分
の
長
さ
以
上
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
ハ
を
同
号
ト
と
し
、
同
号
ロ
中
「
緑
化
」
の
下
に
「
を
行
う
部
分
」

を
加
え
、
同
号
ロ
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
号
イ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
に
イ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
て
次

の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

イ 

消
防
法
そ
の
他
の
法
令
に
よ
り
緑
化
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
区
域
の
面
積 

 
 

ロ 

接
道
部
に
お
け
る
消
防
法
そ
の
他
の
法
令
に
よ
り
緑
化
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
部
分

の
長
さ 

 
 

ハ 

接
道
部
に
お
け
る
出
入
口
の
部
分
に
係
る
長
さ 

 
 

ニ 

樹
木
の
植
栽
に
よ
り
緑
化
を
行
う
敷
地
の
区
域
の
面
積 

 

第
二
十
九
条
の
表
中
「
越
谷
市
」
の
下
に
「
、
戸
田
市
」
を
加
え
る
。 

 

様
式
第
七
号
（
別
紙
１
及
び
別
紙
２
以
外
の
部
分
に
限
る
。
）
、
様
式
第
八
号
（
別
紙
１
及
び

別
紙
２
以
外
の
部
分
に
限
る
。
）
及
び
様
式
第
九
号
（
別
紙
１
及
び
別
紙
２
以
外
の
部
分
に
限
る
。
）

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 



様式第７号（第２６条関係） 

 

緑化計画届出書 

年  月  日  

  （宛先） 

        埼玉県知事 

 

 住所                   

 氏名               ○印    

    法人にあつては、主たる事務所の所   

    在地及び名称並びに代表者の氏名    

 電話番号                 

代理人                  

 住所                   

 氏名               ○印  

    法人にあつては、主たる事務所の所  

    在地及び名称並びに代表者の氏名 

 電話番号 

 担当者名 

  次のとおり緑化計画を作成したので、ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例第２６条第

１項の規定により、届け出ます。 

工 事 種 別  

建 築 物 の 用 途  

敷 地 の 所 在 地  

 
緑化着工予定日 緑化完了予定日 

年  月  日 年  月  日 

 用途地域等 建蔽率 

１ 用途地域等（            ） 
２ その他の区域 

１ あり（           ％） 
２ なし 

 
敷地面積（全体）  接道部の長さ  樹木の植栽により緑化を行う敷地の区域の面積  

Ｓ          ㎡  Ｌ           ｍ  敷地地上部において樹木によ

る緑化を行う面積 
（別紙２の緑化面積等計算表の①） 

Ｔ’          ㎡ 

    法令により緑化を行うことができない区域の面積 

 
 法令により緑化を行うことができない部分の長さ 

 
 

Ｓ’         ㎡  Ｌ’１         ｍ  

   
 出入口の部分に係る長さ   

Ｌ’２         ｍ  

   （緑化面積の基準算定式） 
１ 用途地域内 
 ａ＝（Ｓ－Ｓ’）×（１－建蔽率）×０．

５ 
２ その他の区域  
 ａ＝（Ｓ－Ｓ’）×０．２５ 

（接道部緑化の基準算定式） 
 ℓ＝（（Ｌ－Ｌ’１）×０．５）又は 
   （Ｌ－（Ｌ’１＋Ｌ’２）） 
      いずれか小さい値 

（高木植栽本数の基準算定式） 
 ｔ＝Ｔ’／２０㎡ 

 

基
準 

緑化を要する面積 緑化を要する接道部の長さ 高木となる樹木の植栽本数 

ａ           ㎡ ℓ           ｍ ｔ         本 

◎Ａ≧ａ、Ｌ１≧ℓ、Ｔ≧ｔとなるようにすること。 

計
画 

緑化面積（Ａ１＋Ａ２） 接道部の緑化を行う部分の長さ  高木となる樹木の植栽本数 

Ａ           ㎡ Ｌ１          ｍ Ｔ         本 

 （別紙１の緑化計画内容一覧表の敷地の緑化面積「Ａ１」＋建築物上の緑化面積「Ａ２」） 
注 
 １ 位置図（行為地又は建築物等の位置図及び方位を示すもの）、緑化計画平面図（建築物上の緑化計画に係る平面図も

含む。）、緑化計画断面図（壁面の緑化や駐車場の緑化を行う場合に限る。）及び建築物立面図（２面以上の緑化を行う
場合）を添付すること。 

 ２ 消防法その他の法令により緑化を行うことができない区域の面積（Ｓ’）又は接道部における消防法その他の法令に
より緑化を行うことができない部分の長さ（Ｌ’１）が存する場合には、緑化計画平面図に明示するとともに緑化を行
うことができない理由及び根拠法令を示すこと。 

 ３ 接道部の長さ、出入口の部分に係る長さ及び接道部の緑化を行う部分の長さについては、平面図に明示すること。 
 ４ 高木となる樹木とは、成木の高さが通常２．５ｍ以上となる樹木をいう。



 

 

 

様式第８号（第２７条関係） 

 
緑化計画変更届出書 

年  月  日  
  （宛先） 

        埼玉県知事 
 

 住所                   

 氏名               ○印    

    法人にあつては、主たる事務所の所   

    在地及び名称並びに代表者の氏名    

 電話番号                 

代理人                  

 住所                   

 氏名               ○印  

    法人にあつては、主たる事務所の所  

    在地及び名称並びに代表者の氏名 

 電話番号 

 担当者名 
 
      年  月  日付けで届け出た緑化計画について次のとおり変更したいので、
ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例第２６条第２項の規定により届け出ます。 

 
 変更内容（該当する□に✔印を記入すること。） 
 
 □届出者 

変更前 変更後 

住   所： 
氏   名： 
（法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称） 

住   所： 
氏   名： 
（法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称） 

 

 □敷地面積等       □接道部等の長さ     □樹木の植栽面積 

敷地面積（全体）  接道部の長さ  樹木の植栽により緑化を行う敷地の区域の面積  

Ｓ 
（変更前） 

㎡ 
（変更後） 

㎡ 
 Ｌ 

（変更前） 
ｍ 

（変更後） 
ｍ 

 敷地地上部において樹木による

緑化を行う面積 
（別紙２の緑化面積等計算表の①）         法令により緑化を行うことができない区域の面積 

 

 法令により緑化を行うことができない部分の長さ 

 

 

Ｓ’ 
（変更前） 

㎡ 
（変更後） 

㎡ 
 Ｌ’１ 

（変更前） 
ｍ 

（変更後） 
ｍ 

 Ｔ’ 
（変更前） 

㎡ 
（変更後） 

㎡ 
    出入口の部分に係る長さ   

Ｌ’２ 
（変更前） 

ｍ 
（変更後） 

ｍ 

 

    （緑化面積の基準算定式） 
１ 用途地域内 
 ａ＝（Ｓ－Ｓ’）×（１－建蔽率）×０．

５ 
２ その他の区域 
 ａ＝（Ｓ－Ｓ’）×０．２５ 

（接道部緑化の基準算定式） 
 ℓ＝（（Ｌ－Ｌ’１）×０．５）又は 
   （Ｌ－（Ｌ’１＋Ｌ’２）） 
      いずれか小さい値 

（高木植栽本数の基準算定式） 
 ｔ＝Ｔ’／２０㎡ 

 

 □緑化基準 

基
準 

緑化を要する面積 緑化を要する接道部の長さ 高木となる樹木の植栽本数 

ａ 
（変更前） 

㎡ 
（変更後） 

㎡ 
ℓ 

（変更前） 
ｍ 

（変更後） 
ｍ 

ｔ 
（変更前） 

本 
（変更後） 

本 

 

 □緑化計画 

計
画 

緑化面積（Ａ１＋Ａ２） 接道部の緑化を行う部分の長さ  高木となる樹木の植栽本数 

Ａ 
（変更前） 

㎡ 
（変更後） 

㎡ 
Ｌ１ 

（変更前） 
ｍ 

（変更後） 
ｍ 

Ｔ 
（変更前） 

本 
（変更後） 

本 

 注 緑化計画変更後の図面を添付すること。 



様式第９号（第２８条関係） 

 

 
緑化完了報告書 

年  月  日   
  （宛先） 

        埼玉県知事 

 

 住所                   

 氏名               ○印    

    法人にあつては、主たる事務所の所   

    在地及び名称並びに代表者の氏名    

 電話番号                 

代理人                  

 住所                   

 氏名               ○印  

    法人にあつては、主たる事務所の所  

    在地及び名称並びに代表者の氏名 

 電話番号 

 担当者名 
 
      年  月  日付け（    年  月  日付け変更）で届け出た緑化計画
に係る緑化が完了したので、ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例第２９条第１項の規定に
より、次のとおり報告します。 
工 事 種 別  

建 築 物 の 用 途  

敷 地 の 所 在 地  

 
緑化着工日 緑化完了日 

年  月  日 年  月  日 

 
用途地域等 建蔽率 

１ 用途地域等（            ） 
２ その他の区域 

１ あり（           ％） 
２ なし 

 敷地面積（全体）  接道部の長さ  樹木の植栽により緑化を行う敷地の区域の面積  

Ｓ          ㎡  Ｌ           ｍ  敷地地上部において樹木によ
る緑化を行う面積 
（別紙２の緑化面積等計算表の①） 

Ｔ’         ㎡ 

    法令により緑化を行うことができない区域の面積 

 
 法令により緑化を行うことができない部分の長さ 

 
 

Ｓ’         ㎡  Ｌ’１         ｍ  

    出入口の部分に係る長さ   

Ｌ’２         ｍ  

   （緑化面積の基準算定式） 
１ 用途地域内 
 ａ＝（Ｓ－Ｓ’）×（１－建蔽率）×０．

５ 
２ その他の区域 
 ａ＝（Ｓ－Ｓ’）×０．２５ 

（接道部緑化の基準算定式） 
 ℓ＝（（Ｌ－Ｌ’１）×０．５）又は 
   （Ｌ－（Ｌ’１＋Ｌ’２）） 
      いずれか小さい値 

（高木植栽本数の基準算定式） 
 ｔ＝Ｔ’／２０㎡ 

   

基
準 

緑化を要する面積 緑化を要する接道部の長さ 高木となる樹木の植栽本数 

ａ           ㎡ ℓ           ｍ ｔ         本 

◎Ａ≧ａ、Ｌ１≧ℓ、Ｔ≧ｔとなるようにすること。 

完
了 

緑化面積（Ａ１＋Ａ２） 接道部の緑化を行う部分の長さ  高木となる樹木の植栽本数 

Ａ           ㎡ Ｌ１          ｍ Ｔ         本 

 （別紙１の緑化完了内容一覧表の敷地の緑化面積「Ａ１」＋建築物上の緑化面積「Ａ２」） 
注 緑化計画届出書（緑化計画変更届出書）の内容と実績が異なる場合には、位置図（行為地又は建築物等の位置図及び方

位を示すもの）、緑化完了平面図（建築物上の緑化に係るものも含む。）、緑化完了断面図（壁面の緑化や駐車場の緑化を行

つた場合に限る。）及び建築物立面図（建築物上の緑化を行つた場合に限る。）を添付すること。 



 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 
改
正
後
の
第
二
十
九
条
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
日
以
後
に
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認

の
申
請
又
は
同
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
さ
れ
た
建
築
物
に
つ
い
て
新
築
、

増
築
、
改
築
又
は
移
転
を
行
お
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
そ
の
他
の
者
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 


